
東海村文化財保存活用地域計画策定支援業務 仕様書 

 

１ 総則業務名 

 東海村文化財保存活用地域計画策定支援業務 

 

２ 業務の目的 

 本業務は，東海村に所在する文化財を，指定の有無や類型の違いに関わらず周辺環境を含

め適切に把握し，長期的な視野で計画的に保存･活用していくため，「東海村文化財保存活用

地域計画」（以下，「地域計画」という。）を作成することを目的として，その支援を行うも

のである。 

なお，本業務で作成する地域計画は，歴史文化基本構想として策定された「東海村文化財

保護・活用計画」の後継計画として策定するものである。 

 策定期間は，令和 8 年度から 2 か年を想定し，その後，文化財保護法に基づく認定申請

を行うことを予定する。  

作成に際しては，既に策定されている「東海村文化財保護･活用計画」をベースに「文化

財保護法に基づく文化財保存活用大綱･文化財保存活用地域計画･保存活用計画の策定に関

する指針」（文化庁）及び「茨城県文化財保存活用大綱」に基づくとともに，その内容に準

拠したものとする。 

 

３ 業務の対象範囲 

 業務の対象範囲は，東海村全域とする。 

 

４ 業務委託期間 

 業務委託契約の翌日から令和１０年３月３１日までとする。 

 

５ 業務の内容 

（１）事前把握 

既往の文化財調査を整理する。また，文化財の保存･活用に関連した庁内計画等を整理す

るほか，発注者とともに，文化財の保存･活用に関する村民活動の現状把握，各地区の歴史

資産の整理を行う。  

  

（２）指定文化財及び未指定文化財台帳整理，分布図作成 

（１）に基づき，指定・未指定文化財・活動状況等の台帳・分布図を作成する。なお台帳

の記載項目は，発注者との協議により決定する。 

 

（３） ワークショップの支援  



 村民の文化財に対する意見を把握するためのワークショップを行う。受注者は，会議を企

画し，参加者を募集し，資料の作成，進行を行い，内容を記録してまとめるものとし，最終

的に成果物として取りまとめ，発注者に提出するものとする。また，当該内容について，発

注者の指示に基づき，東海村文化財保護審議会資料及び本計画素案に反映させるものとす

る。開催は，令和８年度に２回～３回，令和９年度に１～２回程度を想定し，実施時期は発

注者の指示に基づくものとする。 

 

（４） 課題の明確化と目標像の設定 

 （１）から（３）の結果をもとに，課題を洗い出し，計画の方向性，目標像を生涯学習課

担当者と共に検討を行う。 

 

（５） 地域計画素案の作成 

 （１）から（４）の結果に基づき，生涯学習課担当との協議結果をもとに計画の素案を作

成する。なお，計画素案は，以下の項目内容について作成するものとする。また，素案作成

後は，生涯学習課担当者と協議を重ね，東海村文化財保護審議会及び関係省庁等の意見を反

映させながら，計画作成を進めるものとする。なお，①～③については生涯学習課担当者が

最初に素案を執筆するものとする。 

① 東海村の概要 

② 東海村の文化財の概要と特徴 

③ 東海村の歴史文化の特徴 

④ 文化財の保存･活用に関する方針 

⑤ 文化財の保存・活用に関する措置 

⑥ 文化財の保存・活用の推進体制 

⑦ 関連文化財群・保存活用地域の設定 

⑧ 関連文化財群の保存･活用に関する課題･方針･措置 

 

（６） 東海村文化財保護審議会資料作成及び東海村文化財保護審議会運営補助 

発注者の設置する東海村文化財保護審議会にて使用する資料等について，発注者からの

指示に基づき協議資料を作成し用意するものとする。受注者は，東海村文化財保護審議会に

オブザーバーとして出席し，会議の概要をまとめ，東海村文化財保護審議会終了後，発注者

に提出するものとする。東海村文化財保護審議会の開催回数は，令和８年度に２回～３回程

度，令和９年度に３～４回程度を想定している。 

 

（７） 関係機関協議 

  計画認定に向けた文化庁との協議にあたって，資料作成，協議への出席，記録の作成を

行う。文化庁との協議は３回を予定する。 



（８） 東海村文化財保存活用地域計画書の作成･編集 

受注者は，上記作業を経てまとめた「東海村文化財保存活用地域計画書」及び「同書概要

版」を作成する。なお，「東海村文化財保存活用地域計画書」及び「同書概要版」は A4 版

両面カラー印刷を想定し，印刷発注できる内容に編集したデータを発注者に提出する。   

 

６ 提出書類 

業務の着手及び完了に当り，次の書類を提出すること。 

（１）着手届 

（２）業務実施計画書 

（３）業務工程表 

（４）業務執行体制表 

（５）業務実施報告書 

 

７ 打合せ協議 

本業務の進行管理や業務実施･成果等について，発注者と連携を図り，情報共有しながら

適切な業務が遂行されるよう，打合せ協議を行うこと。打合せ協議は業務着手時，東海村文

化財保護審議会開催の前後，業務完了時など，対面式を基本とするが，発注者の判断により

テレビ会議などに変えることができるものとする。令和 8 年度は 6 回程度，令和 9 年度は

12 回程度を予定する。また，受注者が必要と判断した際は随時行うものとするが，この場

合はテレビ会議等により経費縮減に努める。なお，受注者は打合せ協議の内容の詳細を記載

した記録簿を作成するものとする。 

 

 

８ 成果品作成 

本業務の成果品は，次のとおりとし，記載のあるもの以外は，正 1 部，副 1 部（紙媒体 2

部，電子媒体 2 部）を提出するものとする。 

①  業務実施報告書（正･副） 

②  東海村文化財保護審議会議事録簿 

③  業務打合せ記録簿 

④  その他，発注者が必要と認める成果品 

⑤  成果品の電子データ 

※電子媒体は，CD-R 若しくは DVD-R 又は Blu-ray 等とする。 

 

９ 成果品の利用 

本業務における成果品の権利等は，全て発注者に帰属するものとし，受注者は発注者の承

諾を得ないで，ほかに公表し，貸与し，又は使用してはならない。 



１０ 著作権等の取扱い 

①  受注者は，委託業務の成果物に対し，著作権法（昭和４５年法律第４８号）第２１条

（複製権），第２３条（公衆送信権等），第２６条の２（譲渡権），第２６条の３（貸与

権），第２７条（翻訳権，翻案権等）及び第２８条（二次的著作物の利用に関する現著作

者の権利）に規定する権利を，成果物の納入，検査合格後，直ちに発注者に無償で譲渡

するものとする。 

②  受注者は，本著作物に関する著作権人格権を行使しないものとする。 

③  受注者は，成果物が第三者の著作権を侵害しないことを保証し，第三者から成果物に

関して著作権侵害を主張された場合の一切の責任は，受注者が負うものとする。 

④  ①の規定にもかかわらず，成果品に第三者が権利を保有する素材を使用した場合にお

いて，受注者と当該権利保有者との契約内容により成果品を業務期間終了後も期間･態

様の制限なく利用することが難しい場合は，双方協議の上，成果品の利用期間及び態様

の限定を行うものとする。 

    

１１ 業務実施計画及び実施報告，支払方法等 

受注者は，本業務実施に当り，業務実施計画書を契約締結後速やかに提出すること。なお，

業務実施計画書の作成にあたっては，発注者と協議を行い作成すること。また，各年度の業

務終了後に，業務内容を記録した業務実施報告書を速やかに発注者へ提出すること。 

各年度の支払方法については，各年度の出来高に応じて，受注者は出来高の業務実施報告

書を発注者に提出の上，発注者の検査後，出来高確認を受けた後，発注者へ請求書を提出す

るものとする。なお，発注者は受注者からの適法な請求書の提出を受けた日から３０日以内

に本業務の出来高にかかる委託料を支払うものとする。 

 

１２ 権利義務の譲渡等の禁止 

受注者は，生じた権利業務を第三者に譲渡し，再委託又は担保に供してはならない。ただ

し，発注者の承諾を得た場合はこの限りではない。また，本業務の成果に伴う権利関係（著

作権等）を整理し，発注者に権利を帰属させることとするが，それらが困難な場合は二次利

用を含めて，権利関係を明示すること。 

 

１３ 事故責任 

受注者は，本業務に従事する者を指揮監督し，本業務実施中において生じた事故等につい

ては，受注者においてすべての責任を負うものとし，適正に対処するものとする。 

 

１４ 再委託 

受注者は，原則として，本業務の全部を第三者に再委託してはならない。 

 なお，本業務に伴う成果物については，物品等の製造いかんにかかわらず，受注者が最終



責任を負うこととし，これが受注者と製造者との契約等によって担保されていなければな

らない。 

 

１５ 仕様変更 

受注者は，やむを得ない事情により本仕様書の変更を必要とする場合には，費用負担も含

めあらかじめ発注者と協議の上，承認を得ること。 

 

１６ 損害賠償責任 

受注者は，本業務の実施に関し故意又は過失により発注者又は第三者に損害を及ぼした

ときは，直ちに損害を賠償しなければならない。ただし，損害の原因が不可抗力によるもの

と認められた場合は，双方協議の上，決定する。 

 

１７ 費用の負担 

 本業務に要する資機材，消耗品，保険等は，全て受注者の負担とする。 

 

１８ 個人情報の保護 

 受注者は，本業務の受注にあたり個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７

号），東海村個人情報保護法施行条例（令和５年東海村条例第１号）及びその他関係法令に

基づき，業務を通じて知り得た情報は，業務の用に供する目的以外には使用しないこと。ま

た，情報の漏えい，紛失，改ざんその他事故等から保護するため，適切な管理を行わなけれ

ばならない。また，業務完了後も同様とする。 

 

１９ 秘密の保持 

受注者及び本業務の受注に関する者は，本業務の実施に当たって知り得た秘密や情報を

他人に漏らしてはならない。 

 

２０ この仕様書に定めのない事項 

この仕様書の定めにない事項については，東海村財務規則等，本業務に関連する法令・規

則によるものとし，この規則に定めのない事項又は疑義が生じたときは，必要に応じて双方

協議の上，定めるものとする。 


